
１ 趣旨

知多バス半田常滑線 令和７年度生活交通確保事業について

常滑市、半田市をまたがり両市民の交通手段になっている、知多バス半田常滑線が

維持されるための、国費申請が行われている状況について御説明します。

資料９

２ 国費（地域間幹線系統確保維持費国庫補助金）について
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国費

〇補助率
補助対象経費の１／２

〇主な補助要件
・県地域公共交通計画への位置付け
・複数市町村にまたがる系統
・経常赤字が見込まれること 等



３ 愛知県地域公共交通計画での位置づけ（１）
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「愛知県地域公共交通計画2024年度〜2026年度※ 素案」
「Ⅲ将来像と基本方針 ３目指すべき公共交通ネットワーク」より

※「愛知県地域公共交通計画2024年度〜2026年度 素案」について
「あいち交通ビジョン」（取組期間：2022〜2026）の個別計画として、交通分野で取り組む施策の方向性を
示すと共に、交通にかかわる関係者の役割分担と連携の下、県の施策を位置付けるもので、令和６年６月に
策定予定。

常滑市と半田市が市町村間交通
として、位置付けられています。



３ 愛知県地域公共交通計画での位置づけ（２）
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「愛知県地域公共交通計画2024年度〜2026年度 素案」
「Ⅴ計画の進捗に向けて ３ 計画の進捗評価」より

〇半田・常滑A
→常滑駅-知多半田駅 間

〇半田・常滑N
→常滑駅-日本福祉大学 間

「地域間幹線系統の補助を適切に維
持していくことで、繋がる市町村の
維持を目標とします。」とされてお
り、この２つの系統について明記さ
れています。



参考 知多バス 半田・常滑線
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知多バス ホームページより

〇半田・常滑A
→常滑駅-知多半田駅 間

〇半田・常滑N
→常滑駅-日本福祉大学 間



①（市→県）生活交通確保計画の提出
※ 半田常滑線の運行距離が長い半田市が提出
※ 令和６年度は４月２６日が提出期限

②（県）県地域公共交通計画への位置付け

③（県→国）県地域公共交通の認定の申請
※ 毎年６月３０日が提出期限
※ 次年度（１０月１日～翌年９月３０日が本事務の会計年度）分の国費申請

④（国）地域公共交通計画の認定

⑤（補助対象事業者→国）交付申請
※ 毎年１１月３０日が提出期限

⑥（国）交付決定及び額の確定

⑦（補助対象事業者→国）補助金の請求

４ 国費交付申請までの流れ
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４ 国費交付申請までの流れ
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５ 生活交通確保計画への記載事項

一 運行系統の公共交通における位置付け・役割

二 必要性

三 運行系統に係る事業及び実施主体の概要

四 利用者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その他の定量
的な目標・効果及びその評価手法



６ 生活交通確保計画
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令和７年度 半田・常滑(A)線に係る生活交通確保計画

詳細 別紙

生活交通確保計画に記載 → 県の計画への位置付け
→国費の要件を充足



〇地域公共交通確保維持事業費補助金交付要綱（抜粋）

（定義等）

第２条 この要綱において 次に掲げる用語の定義は 当該各号に定めるところによる。

一 「生活交通確保維持改善計画」とは、地域公共交通の確保・維持・改善のために都道府県、市区町村、交通事業者若しくは交通施設の管理者等

からなる協議会（第３条第２項を除き、以下「協議会」という。）又は都道府県若しくは市区町村が、地域の生活交通の実情のニーズを的確に把

握しつつ、当該協議会での議論を経て策定する地域の特性・実情に応じた最適の移動手段の提供、バリアフリー化やより制約の少ないシステムの

導入等移動に当たっての様々な障害の解消等を図るための取組についての計画をいう。

二 「地域公共交通確保維持事業」とは、地域公共交通の存続が危機に瀕している地域において地域の特性・実情に最適な交通手段を確保・維持す

るために、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「活性化法」という。）第５条第１項に規定する地域公

共交通計画又は生活交通確保維持改善計画（当該計画に代えて策定される離島航路確保維持計画及び離島航空路確保維持計画を含む。）に基づい

て実施される事業をいう。

三～十二 略

（協議会）

第３条 略

２ 第２編第１章の陸上交通に係る地域公共交通確保維持事業に係る地域公共交通計画を作成する都道府県又は市町村が組織する活性化法第６条第

１項に規定する協議会 以（下「活性化法法定協議会」という ）にあっては、地域間幹線系統は地域間のみならず地域内の生活交通の機能を有す

ること、地域内フィーダー系統は地域間幹線系統と一体として地域の生活交通ネットワークを形成するものであることから、これらを踏まえ、的

確かつ効果的な計画の策定が可能となるよう関係する都道府県及び市区町村がともに参加すること。

（地域公共交通計画）

第７条 陸上交通（地域間幹線系統）に係る地域公共交通確保維持事業（以下この条において単に「地域公共交通確保維持事業」という ）を行う

場合は、地域公共交通計画に、当該地域公共交通計画の計画期間内における次に掲げる事項について具体的に記載するものとする。ただし、次条

第１項の認定の申請に必要な地域公共交通計画の計画期間が、補助対象期間に満たない場合について、その満たない計画期間が６月以下である場

合には、合理的理由があると認められるときは、当該地域公共交通計画の計画期間内とみなす。

一 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の地域の公共交通における位置付け・役割

二 前号を踏まえた地域公共交通確保維持事業の必要性

三 地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統に係る事業及び実施主体の概要

四 地域公共交通計画の区域内全体における地域旅客運送サービス（活性化法第１条に規定する地域旅客運送サービスをいう。以下同じ ）の利用

者の数、収支、費用に係る国又は地方公共団体の支出の額その他の定量的な目標・効果及びその評価手法

２～６ 略

７ （参考）関連資料（１）
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〇地域公共交通確保維持事業費補助金交付要綱（抜粋）

（地域公共交通計画の認定の申請）

第８条 活性化法法定協議会は、本節の補助金の交付を受けて補助対象系統の運行を確保・維持しようとするときは、当該活性化法法定協議会の議

論を経て策定された、前条第１項各号に掲げる事項を記載した地域公共交通計画に、同条第２項各号に掲げる事項を記載した書類を添付し、大臣

に認定を申請するものとする。

２ 前項の認定の申請は、様式第１－１による地域公共交通計画認定申請書を毎年、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の６月３０日

（補助金の交付を受けようとする前年度に第１０９条第１項に基づき地域公共交通調査事業の交付決定を受けた場合その他の当該期限までに提出

しないことについて合理的な理由があると大臣が認める場合にあっては大臣が指定する日）までに大臣に提出して行うものとする。

３～４ 略

７ （参考）関連資料（２）
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〇令和６年３月８日付愛知県公共交通協議会会長（愛知県都市・交通局長）事務連絡「地域間幹線系統への位置付け申し出路線に係る生活交通確

保計画の作成について」

かがみ文（抜粋）

令和６年６月に策定予定の「愛知県地域公共交通計画」において、令和７年度地域間幹線系統への位置付ける路線について、国の補助を受け路線

の維持・確保を図る必要がある場合は、下記により「生活交通確保計画」の提出をお願いします。


